
￥２０００の内訳の多くは事務作業費となります。

高体連登録及び中体連登録に関しては事務作業はそれぞれの団体が行っており

事務手数料はそれぞれの団体にて負担して頂いております。

また、昨年度までは審判登録がある方に関しては

１０００円の割引きを行っておりましたが

審判の方の事務作業内容と選手の方の事務作業内容が

全く異なる点から、価格を統一させて頂きました。

中高生の登録費に関しては

基本は学校（中体連・高体連）です。

一般登録である限り一般登録者と同じ扱いとなります。

陸連からの請求も中体連・高体連価格と異なり一般扱いです。

以上をご理解頂けますよう、宜しくお願い致します。

平成 26年 3月吉日

（一財）石川陸上競技協会 事務局


